
施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 人 人

人 人

人 人

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和６年４月１日～令和７年３月３１日

高松市立峰山公園

香川県造園事業協同組合 　施設所管課等 都市整備局　公園緑地課

項目名 令和６年度 令和５年度 項目名 令和６年度 令和５年度

令和３年４月1日から令和８年３月31日 　公募・非公募の別 公募

はにわっこ広場利用者数 71,560

キャンプ利用者数 174 209

高松市峰山町１８３８－３７

　業務の概要

公園施設の維持管理運営業務
　野営施設利用に関する予約受付・応対
　公園利用者の応対
　施設の保守点検及び維持管理
　樹木等の維持管理
　ほか

管理事務所（丸山地区・西石清尾地区）各１カ所
遊具（はにわっこ広場・アスレチック・わんぱく広場・ちびっ子広場）
芝生広場（７８５０ｍ２）・野営施設（キャンプ・ﾊﾞｰﾊﾞｷｭｰ）・梅園・桜園・桜並木
駐車場（第１・第２・第３・臨時）展望台（２階建/８６㎡）

77,860

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ利用者数 2,831 3,564

　市の中心部にありながら、バーベキューやキャンプもできる自然豊かな公園として、広く利用されている。
　気候の良い春や秋等、遠足利用が多い時期には、遊具の安全点検を重点的に実施するなど、常に市民に利用しやすい公園とする努力が見受けられる。また、来
園者に等しく利用してもらうため、高齢者や身障者、妊婦等から申請があれば許可証を発行し、公園入口から距離と高低差があるバーベキューサイトへの車の乗り
入れができるよう配慮するなど、平等で公平な維持管理に努めている。
　個人情報の保護については、利用者情報を鍵付きの場所に保管するなど適切な管理を行っている。
　自主事業では、「さぬきの公園めぐり」スタンプラリーの対象公園として、「さぬきの公園マップ」に本公園を記載するなどして、PRに努めている。
　人員配置について、随時ローテーションの見直しや作業前のミーティングにより、作業の効率化や迅速かつ適切な対応に努めている。
　運営経費については、災害用自動販売機の設置により、災害時対応を図りつつ、その販売収入を管理運営経費に補填しているほか、ゴミの処理やリサイクルも適
正に遂行し、廃棄処分費を減らすことで経費削減に努めている。
　予算の執行については、複数職員での相互チェック及び外部監査人の監査を受けるなどして、財務の健全化が図られている。
　これらのことから、指定管理の業務は良好に行われており、当初の事業計画の内容を概ね達成していると判断するものである。

５　管理に係る経費の
　　縮減

　収支状況等

指定管理料 22,780 22,780 指定管理料（物価高騰分） 0 0

収入実績（自動販売機） 672 703

支出実績（総額） 23,847 23,457

総合評価

④合理的な会計制度

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　利用状況等

利用者数（全体） 146,200 153,430

B

①利用促進対策

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

４　管理を安定して行う
　　ための人員及び
　　財政基盤の確保

①職員確保計画等

B

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保（経営状況の確認を含む）

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大
　　限の発揮

総合評価コメント

①収入の確保 ・適正な人件費

②平等な利用の確保

②-2環境への配慮

B
②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの視点

③経営の効率化

評価基準 所管課等評価
評　　価　　項　　目

２　住民の平等な利用
　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

A

１　基本事項 B

指定管理者自己評価コメント

②-1個人情報の保護・情報公開

関係法令に基づき公園施設の維持管理、運営を実施している。また、ｱｽﾚ
ﾁｯｸ遊具等は、日常安全点検マニュアルに準じ月1回点検を実施し、年1回
は専門業者による点検を行っている。
個人情報は、〔香川県造園事業協同組合個人情報保護方針及び同保護規
定〕に基づき管理し、利用者情報等は鍵付き棚への収納及び持ち出し禁
止。環境への配慮として、リサイクル可能な商品の活用、分別リサイクルを
徹底して行っている。

春・秋には遠足での利用が多く遊具の安全点検を毎日（目視）・毎月（マニュ
アル）・毎年（専門業者）と重点的に実施した。
バーベキューサイトの利用については、荷物搬入のための車両乗り入れは
できないが、高齢者や障害者、妊婦等の利用については申請手続きを行い
許可書を発行し車両乗入を許可している。

利用者数が昨年度との比較で減少している。昨年度は熱中症警戒アラート
が過去最高の44回発表され暑さによる外出頻度が下がったことが要因と思
われる。
オフィシャルホームページにて園内の情報発信や野営施設利用受付などに
広く利用されております。（ＨＰ閲覧件数月平均約2,000件）
毎日作業前にはKYミーティングを行い効率的で安全な作業の実施方法等を
確認している。毎月1回作業員全員参加でミーティング実施。
清掃ボランティア、遠足、その他地域活動などの利用の調整を行っている。
自主事業の実施（公園スタンプラリー・絵画コンクール・インスタフォト）
苦情件数：3(内容)　、ペットのマナー違反、スタッフの接遇、草の繁茂

職員の適正な配置のためローテーションの見直しを行った。
職員には定期健康診断を実施している。
損害保険は「指定管理者賠償責任保険」に加入し、事故などのトラブル発生
に迅速に対応出来る体制を整えている。
施設経費の執行については、職員による相互のチェックを徹底するととも
に、適切な執行管理に努め、最終的に会計士による確認を受け健全な運営
経費の執行に努めた。

指定管理者として継続的な経費削減に努めております。
委託業務は数社から見積りをとり委託金額や業務実行能力を検討し選定し
ている。
また、施設修繕についても同様に数社から見積りを取り無理のない作業方
法、金額等にて検討し実施している。
収入の確保対策として、災害用自動販売機の導入を行い災害時対応を行
いながら収入の確保を行っている。


